
スマホ補償パック利用規約　新旧対照表

附則（実施期日）
この規約は、平成３０年１０月２日から実施します。

附則（実施期日）
この規約は、２０２２年２月２１日から実施します。

第４条（本サービスの内容）
　　当社は、本契約者に対して、第１１条（契約期間）第３項
に定める最低利用期間内は、第５条（端末交換サービスの内
容）、第６条（セキュリティサービスの内容）に定めるサービ
スを提供し、第１１条（契約期間）第３項に定める最低利用期
間以降は、第６条（セキュリティサービスの内容）に定める
サービスを提供します。
（略）

第４条（本サービスの内容）
　　当社は、本契約者に対して、第１１条（契約期間）３項に
定める最低利用期間内は、第５条（端末交換サービスの内
容）、第６条（セキュリティサービスの内容）に定めるサービ
スを提供し、第１１条（契約期間）３項に定める最低利用期間
以降は、第６条（セキュリティサービスの内容）に定めるサー
ビスを提供します。
（略）

旧 新

第２条（本規約の範囲、変更および通知）
本規約は、本契約者と当社との間の本サービスに関する一切の
関係に適用します。
２　当社は、本規約を本契約者の承諾を得ることなく必要に応
じて変更することがあります。本規約を変更した場合、当社は
ホームページなどにて、本契約者に通知または公表します。本
規約の変更は、本契約者に通知または公表された時点で効力が
生じるものとし、それ以前の規約はその時点で効力を失いま
す。

第２条（本規約の範囲、変更および通知）
本規約は、本契約者と当社との間の本サービスに関する一切の
関係に適用します。
２　当社は、本規約を変更することができるものとします。当
社は本規約の変更にあたり、変更後の本規約の効力発生日の
１ヵ月前までに、本規約を変更する旨および変更後の本規約の
内容とその効力発生日を当社ホームページ上での掲載等、当社
の定める方法により告知します。ただし、緊急やむを得ない場
合はこの限りではありません。変更後の本規約の効力発生日以
降に加入者が本サービスの利用を継続したときは、加入者は、
本規約の変更に同意したものとみなします。

第５条（端末交換サービスの内容）
端末交換サービスは、登録端末に補償対象事故が生じた場合
に、登録端末を交換端末と交換できるサービスとなります。
２　端末交換サービスを利用できるのは第１１条（契約期間）
３項に定める最低利用期間内において、２回までとします。

第５条（端末交換サービスの内容）
端末交換サービスは、登録端末に補償対象事故が生じた場合
に、登録端末を交換端末と交換できるサービスとなります。
２　端末交換サービスを利用できるのは第１１条（契約期間）
第３項に定める最低利用期間内において、２回までとします。

第19条（本サービスの変更）
当社は、当社の事情により、本サービスの変更ができるものと
します。
（略）

第19条（本サービスの変更）
当社は、本サービスの内容を変更することがあります。この場
合、当社ホームページ上での掲載等、当社の定める方法により
告知します。
（略）

第１条（総則）
近鉄ケーブルネットワーク株式会社（以下「当社」といいま
す。）は、当社が別に定めるモバイルサービス契約約款 タイ
プdおよびスマホ補償パック利用規約（以下「本規約」といい
ます。）により「スマホ補償パック」サービス（以下「本サー
ビス」といいます。）を提供します。

第１条（総則）
近鉄ケーブルネットワーク株式会社（以下「当社」といいま
す。）は、当社が別に定めるモバイルサービス タイプd契約約
款およびスマホ補償パック利用規約（以下「本規約」といいま
す。）により「スマホ補償パック」サービス（以下「本サービ
ス」といいます。）を提供します。

第３条（用語の定義）
本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用しま
す。

（略）

第３条（用語の定義）
本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用しま
す。

（略）
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